
フランスの教育機関の受入許可がすでに下りている場合

1.1. 協定校への交換・派遣留学生　－　手続きの簡素化

次のいずれかのケースに該当する場合、交換・派遣留学生とみなされ、 Campus France – CEF の
手続きが一部軽減されます : 

• 日本の大学とフランスの大学間で結ばれた協定に基づくプログラムで、交換留学生または

派遣留学生として留学する場合 ; 

• 日本の大学とフランスの大学のダブル・ディグリー・プログラムで留学する場合 ;

• 日本で在学中の学校のフランス校でカリキュラムを継続する場合

日本で大学に在学したまま、あるいは休学して、個人的に 1 年または 1 学期間の留学を予定してい

る方（認定留学・休学）は、交換・派遣留学生とはみなされません。手引き 1.2.をご参照下さい。

※ 日本以外の国の大学とフランスの大学間の協定に基づくプログラムで留学する場合も、手続きの

簡素化は適用されます。

※　交換･派遣留学生が、ビザ申請をスムーズに行っていただけるよう、一部の手続きを簡略化する

ことになりました。交換･派遣留学生は、ご自分でビザ申請の日時の予約を取っていただく必要はあ

りません。この点について、この手引きをよく読んでご確認ください。

Campus France – CEF の手続き手順 : 

1. « Campus France - CEF »のアカウントを作成する。

※　携帯電話や所属大学発行のアドレスではなく、PC      で閲覧できる個人の      E      メールアドレス  をご登

録下さい。入力に誤りがあると、Campus France やビザセクションからの連絡を受けることができ

ませんので、決定前に入力が正しいかどうか再度ご確認下さい。

※　オンラインフォームに入力されたデータは、フランスの行政機関、特にビザの審査過程で参照さ

れます。すべての項目を、フランス語あるいは英語で入念にご入力ください。

2. オンラインフォームの各項目を入力する。その際、協定校への交換・派遣プログラムやダブ

ル・ディグリー・プログラムなど、該当する留学プログラムの種類を必ず選択する。

3. 交換・派遣留学生であることを証明する以下の必要書類を「学歴」タブに添付する。

o 在学中の大学の在学証明書（英文発行または仏語訳）

o フランスの留学先の受け入れ許可証の（授業開始・終了日、在学中の大学との協定

プログラムの枠内での受け入れであることが明記されていること）

※　留学先の所属学部名が受け入れ許可証に明記されていない場合は、送付の際に、必ず所属予

定の学部の名称（フランス語）を連絡すること。正式に決定していない場合も、希望している学部名を

必ず記してください。
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https://pastel.diplomatie.gouv.fr/cef/html-8.1.5/dos/crd/creationCompte.html?codeCef=JP&LANGUE=JA


さらに詳しくは、入力ガイドをご参照下さい。

4. オンラインフォームの入力が完了したら、tokyo@campusfrance.org 宛に、メールにてお知ら

せください。その際、件名に JP で始まる Campus France のアカウント番号および名前（ロ

ーマ字）、「交換留学」と記してください（例ｌ：JP800000 Taro YAMADA -交換留学）。速やか

に対処いたします。　

※　3と 4のステップは、在学中の大学のご担当者様から直接 Campus France にご連絡いただく場

合は、省略となります。こちらのリスト（交換・派遣留学生リスト-大学用.xls）を元に、以下の情報を

tokyo@campusfrance.org  までお送り下さいますようお願い申し上げます。

• Campus France のアカウント番号

• 交換・派遣留学生の氏名(ローマ字)

• 留学先の教育機関の名称（フランス語または英語の名称）

• 所属予定（希望）学部

• 受入期間

5. オンラインフォームの入力がすべて完了したら、決定タブよりフォームの決定を行う。

6. 必要書類確認後、交換・派遣留学生であることが確認されると、Campus France によりオン

ラインフォームが認証され、面接免除および手続き料金減額（15,000 円）の処理が行われ

ます。 認証時、アカウント内メールボックスにメッセージが送られます。ビザ申請予約に関

するご案内がございますので、必ずご確認下さい。

7. Campus France – CEFの手続き料金が 15,000 円に変更されたら、お支払いのステップに

進んでください。お振込先は、アカウント内『私の応募書類』の「Campus France の応募申

請手続き料金の支払いをする」からご確認いただけます。 最寄の金融機関よりお振込み

いただいたら、忘れずにこのページより支払い申告を行ってください。申告がないと、お支

払いの認証処理を行うことができませんのでご注意下さい。

※ 注意：　一度お支払いいただいた手続き料金は、いかなる理由であっても返金に応じかねます。

お支払いの前にもう一度、アカウント内の金額が交換留学生の 15,000円に減額されているかどうか

確認の上、ご入金ください。

8. お支払い認証後、Campus France にて手続きの最終的な処理が行われます。処理完了後、

アカウント内メールボックスに Campus France – CEFの手続きが完了した旨のメッセージ

をお送りしますのでご確認下さい。その後、ビザセクションよりビザ申請の段階へ進む案内

メールが届きます。

9. 『私の応募書類』から教育機関の最終決定の証明書「Attestation de préinscription（PDF）」

をプリントアウトし、ビザ申請の提出書類に加えてください。
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スケジュール管理について : 

• Campus France – CEF の手続きは、ビザ申請前の何ヶ月も前から開始できます  !  
フランス留学の受け入れ校が決まり次第、すぐにオンラインフォーム入力を開始することで、

今後の手続きがよりスムーズに進みます。

• Campus France – CEF の手続きは、ビザ申請前までにすべて完了している必要がありま

す。必要書類受領から Campus France – CEF の手続き完了までにかかる期間の目安は、

最長 2週間程度です（オンラインフォームのすべての項目が正しく入力されていた場合）。

ビザ申請は、フランス入国予定日の 3ヶ月前から可能です。

• 手続きを効率よく進めるために、Campus France の手続きが途中の段階でも、ビザセクシ

ョンの予約を押さえていただいて結構です。  ただし、ビザ申請の前までには必ず Campus
France のすべての手続きを終えているよう、十分な期間を設けてスケジュールを調整してく

ださい。

• Campus France – CEF のアカウント作成からビザの審査結果が出るまで、通常 2ヶ月程

度は必要となります。(この期間はあくまでも目安です。時期・書類の提出状況によっては、

変動することがありますのでご注意下さい。)

交換・派遣留学生のビザ申請手続きについて

• 交換・派遣留学生限定で、ビザ申請特別枠が設けられます。

5      月～  8      月：  オンラインシステムの手続き完了の翌週中に、在日フランス大使館領事部ビザ

セクションから、CEFのアカウントに登録したメールアドレスにメッセージが送られます。（注

意：非常に重要なメールですので、迷惑メールフォルダも含めて、必ずご確認下さい！）こ

の メ ッ セ ー ジ で の 指 示 に 従 っ て 、 学 生 ビ ザ の 申 請 を 行 っ て く だ さ い 。

ビザセクションから連絡された日時に来ることができない場合は、メッセージに返信して、ビ

ザセクションに都合の良い日時を連絡してください。

• 9      月～  4      月：  オンラインシステムの手続きが完了すると、毎週水曜日の 10時～11時の間に、

在日フランス大使館領事部ビザセクションで学生ビザの申請をすることができます。予約は

不要です。この時間帯に来ることができない場合は、フランス大使館のサイトから、ビザ申請

の日時の予約をとった上でビザ申請を行ってください。

※ 上記の手続き手順は、交換留学生の場合のみ適用されますのでご注意下さい。

備考

• Campus France-CEF の手続き完了後にダウンロードできる仮登録許可書(PDF ファイル)
は、ビザ申請の提出書類として有効です。

 
• ビザ申請の際には、必ず正式な経済証明書の提出が求められます。 

3


